


市
障
害
者
扶
助
料
・

市
遺
児
手
当
の
受
給
者
の
方
へ

手
当
を

振
り
込
み
ま
し
た

　
平
成
21
年
度
前
期
分
の
扶
助
料
・

市
遺
児
手
当
を
９
月
30
日
付
け
で
振

り
込
み
ま
し
た
。

　
記
帳
な
ど
で
確
認
し
、
振
込
が
さ

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
至
急
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
次
回
分
か
ら
振
込
先
を
変

更
し
た
い
方
は
、
印
か
ん
を
持
参
の

う
え
、
い
き
い
き
広
場
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　

　�

い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
９
８
７
１

衣
浦
東
部
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区
変
更
案

縦
覧

　
衣
浦
東
部
都
市
計
画
生
産
緑
地
地

区
に
関
す
る
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

　
意
見
の
あ
る
方
は
、
10
月
15
日
㈭

ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間
　
10
月
１
日
㈭
～
15
日
㈭

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
き
ま
す
。

縦�

覧
場
所
　
市
役
所
２
階
計
画
管
理

グ
ル
ー
プ

問
合
せ
先

　
市
計
画
管
理
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
274
）

市
有
地
の
売
払
い

　
市
で
は
、
土
地
の
購
入
を
希
望
す

る
方
に
、
10
月
19
日
㈪
か
ら
23
日
㈮

ま
で
の
１
週
間
、
市
有
地
の
売
払
い

申
請
書
の
受
付
を
し
ま
す
。

　
申
込
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

な
り
ま
す
。

　
売
払
物
件
の
価
格
な
ど
の
条
件
を

記
載
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
10
月
１

日
か
ら
市
役
所
２
階
計
画
管
理
グ
ル

ー
プ
で
配
布
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　
市
計
画
管
理
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
278
）

都
市
計
画
に
関
す
る

公
聴
会
の
開
催

　
都
市
計
画
に
つ
い
て
公
聴
会
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

都
市
計
画
の
名
称

・�

西
三
河
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針

・
西
三
河
都
市
計
画
区
域
区
分

と
き
　
11
月
22
日
㈰
　
午
後
１
時

と�

こ
ろ
　
岡
崎
市
福
祉
会
館
６
階
大

ホ
ー
ル

傍�

聴
　
当
日
、
会
場
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
会
場
の
収
容
人

員
を
超
え
る
場
合
、
入
場
制
限
を

行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

素�

案
の
閲
覧
期
間
　
10
月
９
日
㈮
～

23
日
㈮
（
土
・
日
を
除
く
）
　

閲
覧
場
所

・
県
都
市
計
画
課

　
☎
052
―
954
―
６
５
１
５

・
市
役
所
計
画
管
理
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
274
）

※�

県
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　（http://www.pref.aichi.jp/toshi

）

公�

述
申
立
て
　
公
述
を
希
望
す
る
方

は
、
公
述
申
立
書
を
閲
覧
期
間
内

（
10
月
23
日
㈮
必
着
）
に
県
都
市

計
画
課
（
〒
460
―
８
５
０
１
　
住

所
不
要
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
公
述
申
立
て
が
な
か
っ
た

場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　
県
都
市
計
画
課

　
☎
052
―
954
―
６
５
１
５

10
月
は

ク
リ
ー
ン
排
水
推
進
月
間

浄
化
槽
強
調
月
間

　
浄
化
槽
の
法
定
検
査
、
保
守
点
検
、

定
期
清
掃
を
行
い
、
生
活
排
水
を
き

れ
い
に
し
ま
し
ょ
う

�

浄
化
槽
の
維
持
管
理

　
浄
化
槽
は
、
設
置
者
（
浄
化
槽
管

理
者
）
が
、
法
定
検
査
、
保
守
点
検
、

浄
化
槽
の
清
掃
を
行
う
こ
と
が
法
律

で
定
め
ら
れ
、
適
正
な
維
持
管
理
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
法
定
検
査
に
は
、
浄
化
槽
法
に
基

づ
く
、
7
条
検
査
と
11
条
検
査
が
あ

り
ま
す
。

○
７
条
検
査
は
、
浄
化
槽
の
使
用
開

始
後
3
ヶ
月
か
ら
8
ヶ
月
の
間
に
受

け
る
検
査
で
す
。

　
11
条
検
査
は
、
毎
年
1
回
定
期
的

に
受
け
る
検
査
で
、
浄
化
槽
の
保
守

点
検
や
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
、
機

能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
を
検

査
し
ま
す
。

○
保
守
点
検
は
、
浄
化
槽
法
に
基
づ

い
た
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に

は
、
送
風
機
や
ポ
ン
プ
の
点
検
、
汚

泥
の
調
整
、
消
毒
剤
の
補
充
な
ど
行

い
ま
す
。

○
清
掃
と
は
、
浄
化
槽
内
に
生
じ
た
汚

泥
、
ス
カ
ム
な
ど
の
引
き
出
し
、
洗
浄
、

清
掃
な
ど
を
行
う
作
業
で
す
。

　
清
掃
回
数
は
、
年
1
回
以
上
で
す
。

○
下
水
道
に
接
続
し
て
い
る
場
合
や

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
る

場
合
以
外
は
、
台
所
や
風
呂
、
洗
濯

で
使
わ
れ
た
水
は
、
未
処
理
の
ま
ま

身
近
な
側
溝
を
経
て
、
周
辺
の
河
川
、

水
路
な
ど
に
放
流
さ
れ
、
最
後
に
は

三
河
湾
に
流
れ
込
み
水
質
汚
濁
の
原

因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
13
年
4
月
か
ら
、
新
た
に
浄

化
槽
を
設
置
す
る
場
合
は
、
合
併
処

理
浄
化
槽
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
、
単
独
処
理
浄
化
槽

を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
合
併
処
理

浄
化
槽
へ
の
転
換
を
す
る
よ
う
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

　
依
頼
先

法
定
検
査
　
指
定
検
査
機
関

　
㈶
中
部
微
生
物
研
究
所

　
豊
川
市
御
津
町
赤
根
下
川
48

　
☎
０
５
３
３
―
76
―
２
２
２
８

保�

守
点
検
業
者
　
知
事
の
登
録
を
受

け
た
保
守
点
検
業
者

清�

掃
業
者
　
市
長
の
許
可
を
受
け

た
業
者
　
高
浜
衛
生
㈱
☎
53
―

０
５
１
６

�

生
活
排
水
対
策

廃
油
石
け
ん
製
造
機
の
貸
出

　
家
庭
か
ら
出
る
廃
食
用
油
を
直
接

排
水
に
流
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

廃
食
用
油
リ
サ
イ
ク
ル
粉
石
け
ん
製

造
機
な
ど
貸
出
事
業
の
活
用
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
使
用
申
込
は
、
5
人
以
上
の
グ
ル

ー
プ
か
ら
受
付
を
し
ま
す
。
市
民
生

活
グ
ル
ー
プ
へ
お
気
軽
に
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先

　
市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
―
１
１
１
１
（
内
線
264
）
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